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 三戸町では、特に民家等の保全対象に近接する森林から優先的に本制度を活用して、森林整備を進めていく方針。
 町の中心部に位置し、住宅地に隣接した森林の一部で倒木が発生し、整備の必要性があるものの、所有者全員が不明。

町では、所有者不明森林の特例措置活用を決定。町は６カ月間の公告、県による裁定等を経て、集積計画を公告し、経
営管理権を設定した。

【事例①】所有者不明森林における集積計画の策定｜青森県三戸町

 対象地区は、住宅に隣接しており、
広葉樹を主体とした林分で、三戸町
森林整備計画において、保健機能を
特に発揮すべき森林として位置付け
られている。

 しかしながら、一部では倒木が発生
し、景観や安全・安心の観点から、
周辺の住民からは町に対して対応を
求める声が上がっていた。

 このため町は森林経営管理制度を活
用して森林整備を進めることとした。

【対象地区の概要】
 登記名義人は１名。
 探索の結果、相続人が

全員死亡し、同意を取
ることができないこと
から、町は所有者不明
森林の特例を活用。

【探索の結果】

 今回対象とする林分は、町森林整備計画では、保健機能森林に指定さ
れており、景観の保護に配慮した施業を行うこととされているが、森
林の現況に鑑みて、こうした施業が行われているとは言い難い状況。

 そのため、町では、皆伐を行って低木樹種の植栽を実施したい考え
（経営管理権の存続期間は20年で設定）。

【経営管理の内容】

【具体的な手続】
 令和２年度:町内全ての森林所有者を対象に意向調査を実施。
 令和３年度:意向調査の結果を踏まえ、制度の運用方針を決定。
 令和４年8月:対象地区の探索を実施。
 令和４年12月:所有者不明森林の特例措置の活用のため、集積

計画案の公告を実施。
 令和５年９月:６カ月間の公告期間中に申出がなかったため、

町は県へ裁定を申請。
 令和５年11月:県は、経営管理権を町に集積することは必要か

つ適当であると判断し、裁定を実施。
 令和５年12月:町は集積計画を公告し、経営管理権を設定。

【青森県による裁定】
 裁定申請を受け、県では法第27条

に規定される事項について、所有
者探索状況、施業履歴、倒木の発
生状況を現地調査も交えて確認。

 結果、当該森林では、現に経営管
理が行われておらず、経営管理権
を町に集積することは必要かつ適
当と判断し、裁定を実施。

＜対象林分空中写真＞ 倒木

さ ん の へ ま ち
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 甘楽町は、本制度の財源となる森林環境譲与税が少額であることから、林業事業体への再委託（配分計画の策定）を前
提として、森林経営管理制度を運用。

 共有者が一部不明の森林で、本制度に係る共有者不明森林の特例措置を適用。今後、所有者が判明した森林で策定した
集積計画と一体的に、林業事業体への再委託を行う予定。

 対象森林は、道路沿いの谷筋にあり、林内
にはかつて整備された作業道がある。

 令和元年度に、対象森林の所有者25名に対
して意向調査を実施。その結果、22名から
回答があり、うち16名が委託希望と回答。

 所有者全員が判明した森林17haについて、
令和５年３月に集積計画を公告。

 スギ42年生の人工林で地区代表者４名の連
名で登記された森林3.3haについて、 代表
者のうち３名は相続登記が行われていたた
め、同意取得できたが、残る１名は所在不
明。

【対象森林の概要】
 所在不明者の登記簿上の住所は町内で、

住民票から、明治８年生まれ、昭和22年
に死亡していることが判明。

 戸籍謄本から、配偶者と子６名がいるこ
とが判明。配偶者は昭和32年に死亡。子
６名も全員、婚姻により除籍。

 子６名について戸籍の除附票等を確認し、
全員が死亡していることが判明。

【所有者探索の結果】

 令和５年度以降に、17ha分に加え、
3.3ha分の集積計画を合わせて、配分計
画を策定予定。

 計画期間は15年間。施業内容は、主伐・
再造林も含むが、当該共有者不明森林で
は間伐のみを行う予定。

【経営管理の内容】【具体的な手続】
令和元年度:対象森林の意向調査を実施。
令和２年度:対象森林の経営管理集積計画案

を策定。
令和４年度:対象森林の所有者同意取り付け、

境界測量を実施。
令和５年３月:17ha分の集積計画を公告する

とともに、3.3ha分について共
有者森林の特例措置に関する
公告を開始（同年９月まで）。

集積計画策定済み森林（17ha）

共有者不明森林（3.3ha）

【事例②】共有者不明森林における集積計画の策定｜群馬県甘楽町
か ん ら ま ち
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 波佐見町では、東彼杵郡３町と東彼杵郡森林組合が連携し、10年以上施業履歴がない私有人工林を抽出。それらの森
林の整備に森林経営管理制度を活用。

 集積計画の対象森林のうち、一部の森林について共有者が不明。町は共有者不明森林の特例措置を活用し、経営管理権
を設定した上で、間伐を実施する予定。

 対象地区は、集落に隣接しているものの、
10年以上施業履歴がなく、手入れが必要な
森林が多数存在。

 令和５年度までに周囲の14.51haの森林で
集積計画を策定。令和５年以降、森林整備
を実施予定。

 当該共有者不明森林（3.78ha）についても、
施業履歴がなく、一体的に森林整備を実施
する必要があるため、特例措置を活用する
こととした。

【対象地区の概要】
 登記簿上の所有者は１名。
 相続人への聞き取りから、登記

名義人が死亡していることを確
認。

 戸籍謄本等から、登記名義人の
相続人は５名いることが判明。

 戸籍謄本等を取得し探索したも
のの、相続人のうち１名につい
て所在不明。

【探索の結果】

 計画期間は10年間。期間内に
１回以上の間伐、年１回の巡
視を実施予定。

 施業の実施にあたり、渓畔林
における不要な伐採は控える
等、生物多様性に配慮。

 令和５年度中に１回目の間伐
を予定。

【経営管理の内容】【具体的な手続】
 令和３年度:対象地区の意向調査を実施。
 令和５年度:当該森林所有者の探索実施。
 令和５年５月:集積計画案を作成した森林に

ついて、共有者の一部が不明であったため、
経営管理権集積計画案の公告を開始。

 令和５年12月:６か月以内に異議の申出がな
かったため、集積計画を公告し、経営管理権
を設定。 集積計画策定済み森林（14.51ha）

共有者不明森林（3.78ha）

【事例③】共有者不明森林における集積計画の策定｜⾧崎県波佐見町
は さ み ち ょ う
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 千歳市では 、意向調査及び現地調査の結果をもとに「森林整備フロー」に沿って整備方針を整理。そのうち一団の形
成が見込まれる森林をモデル団地として設定し、市の森林経営管理事業による森林整備に取り組んでいる。

 モデル団地内の人工林について、共有者の一部が不明。市は共有者不明森林の特例措置を活用し、経営管理権を設定し
た上で、周囲の森林と一体的に間伐を実施。

 対象地区は、約4.5haのトドマツ（一部カラ
マツ）人工林（うち特例適用0.1ha）

 森林所有者14名（うち特例適用１名）
 風害による倒木や傾斜木等による被害が発

生しており、市道に面していることから、
今後の被害を未然に防ぐため、市は特例措
置を活用し、森林整備を実施

【対象地区の概要】
 登記簿上の所有者は２名
 共有者２名のうち、１名が宛先不明
 登記簿に記載されている住所の市町村に対し住民票、

戸籍謄本、除籍謄本等を請求したが、該当なしと回答

【探索の結果】

 計画期間は５年間
 間伐及び倒木・危険木の処理を実施
 台風の後など、年２回程度の巡視を実施し、被害を確

認した場合は、必要に応じて被害木を整理する

【経営管理の内容】

【具体的な手続】
 令和元～２年度:対象森林の選定、意向調査

実施
 令和３年度:モデル団地を設定し、団地内の

森林所有者に事業内容の事前説明
 令和４年11月:確知している共有者から集積

計画案の同意を取得
 令和４年12月:団地内の森林について、共有

者のうち１人が不明であったため、共有者不
明森林の特例措置に係る公告を開始

 令和５年７月:６か月以内に異議の申出がな
かったため、集積計画を公告し、経営管理権
を設定

 令和５年10月:集積計画に基づく施業実施

森林整備フロー

【事例④】共有者不明森林における集積計画の策定｜北海道千歳市
ち と せ

公道沿いの倒木

集積計画
策定済み森林
共有者
不明森林

周辺の集積計画策定状況
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【事例⑤】所有者不明森林における集積計画の策定｜鳥取県若桜町
 若桜町では、本制度の開始を契機に、公道沿いの森林からモデル地区１か所を設定して集積計画を策定。当該森林の隣

接森林において、明治期の登記のまま数次の相続が発生し、所有者が不明となっていた。
 このため、隣接森林について、本制度の共有者不明森林の特例措置を活用して、所有者探索、法第11条に基づく公告

を経て集積計画を策定し、一体的に間伐等の森林整備を行うこととした。

【対象森林の概要】

 当該所有者不明森林の登記名義人は、明治生まれの 5 名を含む 6 
名。その後、相続登記がなされないまま、数次の相続が発生。

 町が不動産登記簿と戸籍により、相続人（６名）を特定。登記名
義人Dの相続人を除き、地元に残る相続人５名を確知して、全員
から同意を取得。

 Dについては、甥に相続されたと推定されるが、甥の相続人が不
明であったため、共有者不明森林の特例制度を適用。

 町では、令和３年３月17日付で法第11条に基づいて公告。その
後、６か月以内に異議の申し出がなかったため、令和３年10月に
経営管理権集積計画を公告して経営管理権が設定された。

【所有者探索の経緯】

 公道沿いの森林 0.11ha（図の赤枠部分）は、令和２年12月に
権利者全員の同意により、経営管理権集積計画を策定済み。当
該森林では、地籍調査時に所有者の確認が行われていた。

 他方、集積計画の策定済みの森林に接する斜面上部の森0.57ha
（図の青枠部分）については、明治期の登記のまま、数次の相
続が発生して、所有者が不明となっていた。

第２次相続第１次相続登記
名義人

地元に残るA、 B、 C の孫、
各１名（計３名）を確知（同
意取得済）

家督相続によりA、Bそれぞ
れの子（死亡）に相続

A

B

配偶者及び子９人（全員死
亡）に相続と推定C

甥に相続と推定されるが、甥
の相続人が不明（全体の６分
の１の持分が不明）

配偶者（死亡）に遺産相続と
推定D

－家督相続により子に相続（同
意取得済）E

－配偶者に相続（同意取得済）F

所有者探索の状況

【策定した集積計画に基づく経営管理の内容】
 公道への倒木や土砂流出を招かないように、弱度の間伐を繰

り返しながら、森林を育成。
 施業の繰り返しを考慮して、経営管理権の存続期間は15年に

設定。
 手入れが遅れ、樹勢が回復しないと見込まれる場合には、皆

伐して、森林を再造成することも選択肢として想定。

わ か さ ち ょ う
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 モデル地区（16ha）は集落や幹線道に
接しているが、10年以上にわたって手
入れがされておらず、森林整備の優先
度が高い状況。

 令和３年４月までに、5.57haで集積計
画を策定し、順次、間伐を実施。残る
0.33haの森林について、所有者の一部
が不明等だったことから、特例活用に
向けた手続きに着手。

【モデル地区の概要】
 共有林（0.33ha）の登記名義人は25名。
 探索の結果、148名の共有者が判明（同意依頼等により最終的

に147名が対象者と判明）。139名から同意を取得。３名が宛
先不明、５名が未回答又は口頭で不同意（関わりたくない等）
の意思表示。このため、確知所有者不同意森林及び共有者不明
森林の特例措置を活用。

【所有者探索の結果】

 対象森林は、傾斜が40度近くになる箇所があり、集落の道も
狭く、林業機械のアクセスも限定されることから、販売利益
を見込んだ搬出間伐は困難な状況。

 対象森林の周囲では、伐捨間伐を前提として経営管理権集積
計画の同意取得を進めてきたことから、同様の内容で同意を
取得（経営管理権の存続期間は５年で設定）。

【経営管理の内容】

モデル地区の状況
【意向調査から森林整備までの流れ】
 令和２年１月:モデル地区の意向調査を実施。
 令和２年６月～11月:モデル地区の相続人の探索を実施。
 令和３年１月:モデル地区の意向調査を実施（共有林含む）。
 令和３年７月:共有林（0.33ha）の確知した相続人に同意依頼。
 令和３年８月:同意の回答がなかった所有者に対して、同意の勧告

を実施（さらに回答がなかった所有者に対し、９月に再度勧告）。
 令和４年２月:未回答又は不同意（関わりたくない等）の共有者に

関し、京都府に対して、確知所有者不同意森林の裁定を申請。意見
書の提出等の手続きを経て、同年９月に京都府が裁定を実施し、同
意みなしが確定。

 令和４年10月:宛先不明の共有者に関して、共有者不明森林の特例
措置適用のため、集積計画案の公告を実施

 令和５年４月:集積計画案に対して、６か月以内に異議の申出がな
かったため、集積計画を公告し、経営管理権を設定。

 令和５年５月:当該森林を含む1.18haについて、間伐を実施。

※１名は相続発生前に死亡（対象外）、１名は死亡

【事例⑥】共有者不明森林·確知所有者不同意森林における集積計画の策定｜京都府綾部市
 綾部市では、人工林の約６割で過去10年間に手入れが行われていないことから、モデル地区を設定して、森林経営管

理制度を活用した森林整備を推進。同意が容易に取得できた森林から、順次、経営管理権集積計画を策定。
 市内の共有林について、森林経営管理制度の特例措置である確知所有者不同意森林の特例措置及び、共有者不明森林

の特例措置を活用して森林整備を実施。

あ や べ
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